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　熊野町選挙管理委員会では、みなさんに政治や選挙に関心をもっていただき、選挙をもっと身近
に感じていただくことを目的に、期日前投票事務従事者および期日前投票立会人を募集していま
す。
　選挙ごとに選挙管理委員会から勤務の可否や希望日等を確認しますので、ご都合に合わせて勤務
していただけます。若い人のご応募も歓迎します。

■報酬・賃金等

期日前投票事務従事者・期日前投票立会人募集のお知らせ

期日前投票事務従事者 期日前投票立会人
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日付 期日前投票期間のうち、希望する日および時間

時間
午前８時30分～午後８時（休憩60分） ①午前８時30分～午後１時

②午後１時～午後８時

※上記時間帯の中で調整は可能です。適宜ご相談ください。

場所 熊野町役場

報酬・賃金 850円／時間

手当等 通勤手当、時間外勤務手当あり
（昼食は各自で用意していただきます） 通勤手当なし

業務内容 投票の受付・名簿対照などの投票事務補助 投票事務が公正に行われるよう立ち会う

応募資格
・熊野町にお住まいの高卒以上の人
・特定の候補者の選挙運動や政治活動な
どを行っていない人

・熊野町にお住まいの18歳以上で選挙権
を有する人
・特定の候補者の選挙運動や政治活動な
どを行っていない人

■登録申込
　勤務を希望される人は、登録申込書へ必要事項を記載のうえ、熊野町選挙管理委員会事務局へ提
出してください（郵送可）。登録申込書は役場総務課または町のホームページからお取り頂けます。

■申込期限
　随時受け付けています。
　※平成29年11月12日執行予定の広島県知事選挙から希望される人は、次の期日までに申し込んで
ください。

事務従事：10月18日（水）　　立会人：10月10日（火）

■選任の決定等
　選任は選挙が執行される都度、登録者の中から調整を行い、別途通知させていただきます。
　選挙により勤務していただく日数が異なり（１週間～２週間程度）、勤務する日は調整後に決定
します。
　なお、人数等の調整により選任されないこともありますので、あらかじめご了承ください。

■その他
　その他詳細につきましては、熊野町選挙管理委員会までお問い合せください。
　■問総務課（選挙管理委員会事務局）　☎820－５６０１（５６２５）
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ご存知ですか？労働委員会　～雇用のトラブル　まず相談～
パワハラ、解雇・雇止め、賃金引下げ　などをめぐるトラブル

　広島県労働委員会では、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成による「あっせん」
で、話合いにより事業主と労働組合・労働者個人との紛争の円満な解決をお手伝いします。
（※利用無料、秘密厳守）

　広島県労働委員会事務局（県庁東館７階）　☎082－513－５１６２
　http://www.work2.pref.hiroshima.jp/roui/ 広島県

　行政相談は、公正・中立の立場から、行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や
実現を推進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
　熊野町においては、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政相談週間に下記のと
おり相談所を開設します。相談は無料で、秘密は固く守られますので気軽にご相談ください。

▼行政相談委員とは？
・行政相談委員法に基づき総務大臣から委嘱されたボランティアの民間有識者です。
・国民から広く行政に関する相談・要望を受け付け、相談者への助言や関係機関に対する通
知などを行っています。

≪熊野町の行政相談委員を紹介します≫

行政相談委員をご存知ですか？
10月16日（月）から22日（日）は、「行政相談週間」です
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無料行政相談所を開設します
 
行政に関して皆さんが日ごろから感じる要望や意見、苦情な
どを気軽に相談できます。
■時10月20日（金）　午前10時～午後３時
■所くまの・みらい交流館
◎行政相談委員　小坂田忠委員　☎854－１６２９


